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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の車線逸脱を抑制する車線逸脱抑制装置であって、
　車線の状態を検出する車線状態検出手段と、
　前記車線状態検出手段により検出した前記車線の状態と、前記車線の状態に応じて前記
車線の区画線より車線中央側に作成される基準線と、前記車両の所定時間後の推定位置と
に基づいて、前記車両が走行車線を逸脱するか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記車両が前記走行車線を逸脱すると判定された場合、前記車線を
逸脱する逸脱量に応じて操舵量を決定するための反映係数を設定し、この設定した反映係
数と、前記基準線に対する目標操舵角とに基づいて操舵量を演算する演算手段と、
　前記演算手段により演算した操舵量に基づいて前記車両の旋回方向の移動を抑制する抑
制手段と、
を備えることを特徴とする車線逸脱抑制装置。
【請求項２】
　前記基準線は、前記車線の車線幅、及び前記車線の曲率のいずれかに応じて作成される
、
ことを特徴とする請求項１に記載の車線逸脱抑制装置。
【請求項３】
　前記基準線は、前記車線幅が狭いほど前記区画線に寄せて設定される、
ことを特徴とする請求項２に記載の車線逸脱抑制装置。
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【請求項４】
　前記曲率が大きいほど、前記基準線は前記区画線に寄せて設定される、
ことを特徴とする請求項２に記載の車線逸脱抑制装置。
【請求項５】
　前方注視２次予測モデルを用いて前記車両の位置を推定する位置推定手段、
を備え、
　前記逸脱量は、前記位置推定手段により推定される推定位置と、前記基準線との距離で
ある、
ことを特徴とする請求項１に記載の車線逸脱抑制装置。
【請求項６】
　前記車両の走行環境を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得する前記走行環境に基づいて、前記抑制手段を実行するか否か
を決定する決定手段と、
を備えることを特徴とする請求項１に記載の車線逸脱抑制装置。
【請求項７】
　前記反映係数を決定するグラフを複数記憶する記憶手段、
を備え、
　前記演算手段は、前記取得手段により取得する走行環境に応じて複数の前記グラフから
１つを選択し、前記反映係数を設定する、
ことを特徴とする請求項６に記載の車線逸脱抑制装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車線逸脱抑制装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車線の逸脱を防止する技術として次の技術が知られている。　
　コントローラは、自車線に対する自車両の横変位とその変化量に基づいて自車両が自車
線から逸脱するまでの予測時間を算出し、逸脱予測時間に基づいて将来的な逸脱のリスク
を表す逸脱リスク度を算出し、そして、逸脱リスク度に基づいてアクセルペダル反力と操
舵反力をそれぞれ制御するとともに、自車線の逸脱を回避する方向に、左右輪の制動力差
によってヨーモーメントを発生させ、これにより、自車線からの逸脱リスクを運転者に伝
達しながら逸脱防止制御を行う技術が知られている（下記、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３０６２００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、車両が走行する道路の種類や走行場所によって車線の状態は異なる。例えば
、車線幅が太い道路や細い道路のように車線幅が異なる場合もあり、道路の形状が直線状
の場合やカーブしている場合もある。
【０００５】
　このように道路の車線幅や形状等の車線の状態によっては、従来の車線逸脱制御では対
応できず、車両が車線を逸脱してしまう場合も考えられる。このため、車線の状態に応じ
て、車両の車線逸脱を抑制制御する技術が求められている。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、車線の状態に応じて適切な車線逸脱
抑制を実行することができる車線逸脱抑制装置を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の車両の車線逸脱を抑制する車線逸脱抑制装置は、車線の状態を検出する車線状
態検出手段と、前記車線状態検出手段により検出した前記車線の状態と、前記車線の状態
に応じて前記車線の区画線より車線中央側に作成される基準線と、前記車両の所定時間後
の推定位置とに基づいて、前記車両が走行車線を逸脱するか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段により前記車両が前記走行車線を逸脱すると判定された場合、前記車線を逸
脱する逸脱量に応じて操舵量を決定するための反映係数を設定し、この設定した反映係数
と、前記基準線に対する目標操舵角とに基づいて操舵量を演算する演算手段と、前記演算
手段により演算した操舵量に基づいて前記車両の旋回方向の移動を抑制する抑制手段と、
を備えることを特徴とする。
【０００８】
　このように構成すると、車線逸脱抑制装置は、車線の状態に応じて適切な車線逸脱抑制
を実行することができる。
【０００９】
　また、前記基準線は、前記車線の車線幅、及び前記車線の曲率のいずれかに応じて作成
されても良い。このとき、前記基準線は、前記車線幅が狭いほど前記車線に寄せて設定さ
れても良い。また、前記曲率が大きいほど、前記基準線は前記車線に寄せて設定されても
良い。これにより、車線幅が狭いときに、又はカーブ走行時に車線逸脱抑制制御が及ばな
い幅を広く確保することができるため、不要な制御介入を抑制して煩わしさを低減させる
ことができる。
【００１０】
　また、車線逸脱抑制装置は、前方注視２次予測モデルを用いて前記車両の位置を推定す
る位置推定手段を備え、前記逸脱量は、前記位置推定手段により推定される推定位置と、
前記基準線との距離としても良い。
【００１１】
　このように構成すると、車両の旋回運動を考慮した推定位置になり、車両の推定位置の
精度を向上させることができる。
【００１２】
　さらに、車線逸脱抑制装置は、前記車両の走行環境を取得する取得手段と、前記取得手
段により取得する前記走行環境に基づいて、前記抑制手段を実行するか否かを決定する決
定手段と、を備えても良い。
【００１３】
　これにより、車両逸脱抑制機能をＯＦＦした方が良い走行環境では、車線逸脱抑制装置
は車両逸脱抑制機能をＯＦＦすることができるため、不要な制御介入や誤作動を抑制させ
ることができる。
【００１４】
　さらに、車線逸脱抑制装置は、前記反映係数を決定するグラフを複数記憶する記憶手段
を備え、前記設定手段は、前記取得手段により取得する走行環境に応じて複数の前記グラ
フから１つを選択し、前記反映係数を設定しても良い。
【００１５】
　これにより、複数のグラフから車線幅や走行環境に適したグラフを選択して、反映係数
を設定することができるため、より適した反映係数を設定することできる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によると、車線の状態に応じて適切な車線逸脱抑制を実行することができる車線
逸脱抑制装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係る車線逸脱抑制装置の概略的な構成の一例を示す図。
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【図２】同実施形態に係るカメラの撮影エリアの一例を示す図。
【図３】同実施形態に係る反映係数のグラフの一例を説明するための図。
【図４】同実施形態に係る車線逸脱抑制処理の一例を示すフローチャート。
【図５】同実施形態に係る逸脱判定処理の一例を示すサブフローチャート。
【図６】同実施形態に係る基準線の作成処理を説明するための図。
【図７】同実施形態に係る制御量演算処理の一例を示すサブフローチャート。
【図８】同実施形態に係る車線幅に応じて基準線の位置を変更する一例を説明するための
図。
【図９】同実施形態に係る車線幅に応じて基準線の位置を変更する一例を説明するための
図。
【図１０】同実施形態に係る逸脱量に応じて反映係数を変更する一例を説明するための図
。
【図１１】同実施形態に係る逸脱量に応じて反映係数を変更する一例を説明するための図
。
【図１２】同実施形態の変形例に係る反映係数を決定するグラフが複数記憶される一例を
説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。　
　図１は、本発明の車線逸脱抑制装置が適用される車両１の概略的な構成の一例を示す図
である。
【００１９】
　図１に示すように、車両１は、カメラ１１、カメラ制御部１２、車輪速センサ１３、ヨ
ーレートセンサ１４、センサ制御部１５、ＥＣＵ（Electronic Control Unit）１６、及
びパワーステアリング部１７を備えている。ＥＣＵ１６は、逸脱判定部２０、及び反映係
数演算部２１ａ、目標操舵角演算部２１ｂを有する制御量演算部２１を含み、パワーステ
アリング部１７は、操舵量演算部２２ａ、出力部２２ｂを有する制御出力部２２を含んで
いる。なお、車両１は、車両としての機能を実現するための他の構成も備えているが、こ
れらの構成については、図示及び説明を省略する。
【００２０】
　カメラ１１は、例えば、車両１の前側に配置され、車両１の前側の所定距離下側のエリ
アを撮影し、この撮影した画像データをカメラ制御部１２に出力する。図２は、カメラ１
１の撮影エリアＡの一例を示す図である。図２に示すように、道路Ｒには、３つの区画線
、すなわち、右区画線ＲＬ、中央区画線ＭＬ、右区画線ＲＬが設けられており、中央区画
線ＭＬと左区画線ＬＬとで区画される左側走行車線Ｒ１と、右区画線ＲＬと中央区画線Ｍ
Ｌとで区画される右側走行車線Ｒ２とが構成されている。図２において、車両１は道路Ｒ
の左側走行車線Ｒ１を走行している状態を示している。カメラ１１は、車両１の前方下側
方向の撮影エリアＡを撮影している。撮影エリアＡは、少なくとも中央区画線ＭＬ及び左
区画線ＬＬを含む範囲を撮影可能になっている。なお、カメラ１１の撮影エリアＡは、道
路Ｒの幅方向全体、つまり、右区画線ＲＬ、中央区画線ＭＬ、及び左区画線ＬＬを撮影可
能なように構成しても良い。
【００２１】
　カメラ制御部１２は、カメラ１１から入力される画像データに対して、画像解析を行い
、撮影エリアＡ内に含まれる中央区画線ＭＬ、左区画線ＬＬの位置を特定し、さらに中央
区画線ＭＬと左区画線ＬＬとの間における車両１の道路Ｒの幅方向の位置を特定する。カ
メラ制御部１２は、これらの特定した情報をＥＣＵ１６に出力する。
【００２２】
　車輪速センサ１３は、車軸（図示省略）近傍に配置され、車軸の回転数を検出する。車
速センサ１３は、検出した回転数をセンサ制御部１５に出力する。ヨーレートセンサ１４
は、車両１のヨーレート（旋回方向への回転角の変化速度）を検出する。ヨーレートセン
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サ１４は、検出したヨーレートをセンサ制御部１５に出力する。
【００２３】
　センサ制御部１５は、車輪速センサ１３から入力される回転数に基づいて、車両１の車
速を算出すると共に、算出した車速、及びヨーレートセンサ１４から入力されるヨーレー
トをＥＣＵ１６に出力する。
【００２４】
　ＥＣＵ１６は、車両１を総合的に制御する。例えば、車両１の車線逸脱を抑制する車線
逸脱抑制制御を実行する。車線逸脱抑制制御は、ＥＣＵ１６に含まれる逸脱判定部２０、
制御量演算部２１、及び制御出力部２２が実行する。
【００２５】
　逸脱判定部２０は、車線の状態に応じて車線の区画線より車線中央側に作成される基準
線と、車両１の所定時間後の推定位置とに基づいて、車両１が左走行車線Ｒ１を逸脱する
か否かを判定する。
【００２６】
　制御量演算部２１は、車両１が左側走行車線Ｒ１を逸脱すると判定した場合、基準線と
推定位置との距離（逸脱量）に応じて操舵量を決定するための反映係数を設定し、基準線
ＤＬ１に対する目標操舵角を演算する。なお、車線逸脱抑制制御の詳細は、後述する。
【００２７】
　反映計数演算部２１ａは、逸脱量に基づく反映係数を演算する。例えば、反映係数演算
部２１ａは、車両１が左走行車線Ｒ１を逸脱する逸脱量に基づく反映係数を演算する。演
算された反映係数は、反映係数演算部２１ｂからパワーステアリング部１７に出力される
。
【００２８】
　反映係数演算部２１ａは、操舵量を調整する処理に用いられる反映係数のグラフを記憶
しており、この記憶しているグラフを用いて反映係数を演算する。図３は、反映係数のグ
ラフの一例を説明するための図である。図３に示すように、反映係数のグラフｇ１は、逸
脱量に応じて大きくなるように線形に設定されている。ここで、逸脱量は、車両１が左側
走行車線Ｒ１を逸脱する量であり、詳細については後述する。
【００２９】
　目標操舵角演算部２１ｂは、逸脱量に基づく目標操舵角を演算する。演算された目標操
舵角は、目標操舵角演算部２１ｂからパワーステアリング部１７に出力される。
【００３０】
　パワーステアリング部１７は、ドライバの操舵を補助する装置である。パワーステアリ
ング部は、制御量演算部２１から入力される演算された反映係数、及び目標操舵角に基づ
いてドライバの操舵する力を調整する。
【００３１】
　制御出力部２２は、パワーステアリング部１７の操舵力を調整する処理を実行する。　
　操作量演算部２２ａは、反映係数演算部２１から入力される反映係数、及び目標操舵角
演算部２１ｂから入力される目標操舵角より操舵量を演算する。出力部２２ｂは、操舵量
を力（ニュートン）に変換する。制御出力部２２は、この変換された力に基づいて操舵力
を調整する。
【００３２】
　次に、車線逸脱抑制制御について説明する。図４は、ＥＣＵ１６、パワーステアリング
部１７が実行する車線逸脱抑制処理の一例を示すフローチャートである。なお、この処理
は車両１の走行中において、常時実行される。
【００３３】
　図４に示すように、ＥＣＵ１６は、車両１の走行環境を読み込む（ＳＴ１０１：取得手
段）。ＥＣＵ１６は、カメラ制御部１２から中央区画線ＭＬ、左区画線ＬＬ、及び車両１
の位置をそれぞれ取得すると共に、センサ制御部１５から車速、及びヨーレートを取得す
る。
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【００３４】
　次に、ＥＣＵ１６は、車線逸脱抑制機能が有効か否かを判定する（ＳＴ１０２）。ＥＣ
Ｕ１６は、例えば、中央区画線ＭＬ、及び左区画線ＬＬの位置が正確に認識されているか
否かに基づいて、車線逸脱抑制機能が有効であるか否かを判定する。例えば、天候状態が
悪いとき（例えば、降雨又は降雪が生じているとき）は、中央区画線ＭＬ、及び左区画線
ＬＬを正確に認識することが難しく、誤って認識された中央区画線ＭＬ、及び左区画線Ｌ
Ｌの位置に基づいて車線逸脱抑制機能が実行され、車線逸脱抑制機能が正確に動作しない
場合が想定される。よって、このような場合には、車線逸脱抑制機能を無効にすることが
望ましいため、本実施形態においては車線逸脱抑制機能をＯＦＦする。これにより、車両
逸脱抑制機能をＯＦＦした方が良い走行環境では、ＥＣＵ１６は車両逸脱抑制機能をＯＦ
Ｆすることができ、不要な制御介入や誤作動を抑制させることができる。なお、天候の状
態は、カメラ１１が撮影した画像データから解析し、この解析結果から降雨、降雪を判定
すれば良い。ＥＣＵ１６が車線逸脱有効機能ＯＦＦであると判定した場合（ＳＴ１０２：
ＮＯ）、この処理はリターンとなる。
【００３５】
　一方、車線逸脱抑制機能がＯＮであると判定した場合（ＳＴ１０２：ＹＥＳ）、ＥＣＵ
１６は、車線の状態を検出する（ＳＴ１０３：車線状態検出手段）。より詳細には、ＥＣ
Ｕ１６は、中央区画線ＭＬ、及び左区画線ＬＬから左側走行車線Ｒ１の車線幅、及び道路
Ｒがカーブしているときは、そのカーブの曲率を刻々と得られる中央区画線ＭＬ、及び左
区画線ＬＬの軌跡から算出する。なお、道路Ｒがカーブしておらず、略直線であるときは
、曲率はゼロになる。このように算出した車線の状態は、ＥＣＵ１６内の所定のメモリに
保存される。
【００３６】
　次に、ＥＣＵ１６は、逸脱判定処理を実行する（ＳＴ１０４：判定手段）。逸脱判定処
理は、図５を参照しながら説明する。図５は、逸脱判定処理の詳細の一例を示すサブフロ
ーチャートである。
【００３７】
　図５に示すように、ＥＣＵ１６は、所定のメモリに保存されている車線幅を読み出し（
ＳＴ２０１）、カーブの曲率を読み出す（ＳＴ２０２）。
【００３８】
　次に、ＥＣＵ１６は、読み出した車線幅、及び曲率に応じて車線の内側に基準線を作成
する（ＳＴ２０３）。基準線は、中央区画線ＭＬの内側、及び、左区画線ＬＬの内側の所
定距離にそれぞれ設定される２つの基準線（第１基準線、第２基準線）である。例えば、
ＥＣＵ１６は、車線幅が狭いほど基準線を中央区画線ＭＬ，左区画線ＬＬ側に寄せてそれ
ぞれ設定する。さらに、例えば、ＥＣＵ１６は、中央区画線ＭＬ及び左区画線ＬＬがカー
ブしている場合、カーブの曲率が大きいほど基準線を中央区画線ＭＬ，左区画線ＬＬ側に
寄せてそれぞれ設定する。これにより、車線幅が狭いときに、又は曲率が大きいほど車線
逸脱抑制制御が及ばない幅を広く確保することができるため、不要な制御介入を抑制して
煩わしさを低減させることができる。なお、本実施形態では、車線幅、及び車線がカーブ
しているか否かの両方に基づいて２つの基準線を作成する場合を説明しているが、車線幅
、及び車線がカーブしているか否かのいずれか一方のみに基づいて、２つの基準線を作成
するようにしても良い。
【００３９】
　次に、ＥＣＵ１６は、車両１の所定時間後の推定位置を算出する（ＳＴ２０４：位置推
定手段）。より詳細には、ＥＣＵ１６は、中央区画線ＭＬ、左区画線ＬＬ、車速、ヨーレ
ート、及び前方注視２次予測モデルを用いて、中央区画線ＭＬ、左区画線ＬＬに対する車
両１の位置を推定し、推定位置を算出する。
【００４０】
　次に、ＥＣＵ１６は、車両１が左側走行車線Ｒ１を逸脱するか、言い換えれば、車両１
の所定時間後の推定位置が中央区画線ＭＬ側の基準線をこえるか否かを判定する（ＳＴ２
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０５）。この判定処理について、詳細に説明する。図６は、車両１が中央区画線ＭＬ側の
基準線を逸脱するか否か判定する処理を説明するための図である。
【００４１】
　図６に示すように、車両１は中央区画線ＭＬと左区画線ＬＬとで区画されている左側走
行車線Ｒ１を走行しており、車両１の向きが若干中央区画線ＭＬ側に向いている。このと
き、ＥＣＵ１６は、車速及びヨーレートに基づいて、所定時間後の車両１の到達位置を算
出する。このときの車両１の推定位置は、車両１が直進したと仮定した場合は推定位置Ｐ
１になる。しかしながら、実際の車両の旋回運動を考慮して、本実施形態では、前方注視
２次予測モデルを用いて所定時間後の車両１の位置を推定する。前方注視２次予測モデル
を用いて算出する推定位置Ｐ２は、推定位置Ｐ１より右側になる。このように、前方注視
２次予測モデルを用いて車両１の位置を推定することにより、車両の旋回運動を考慮した
推定位置になり、車両１の推定位置の精度を向上させることができる。そして、ＥＣＵ１
６は、推定位置Ｐ２が基準線ＤＬ１より中央区画線ＭＬ側に位置しているか否かに基づい
て、車両１が左側走行車線Ｒ１を逸脱するか否かを判定する。
【００４２】
　ここで、図５に戻り説明を続ける。車両１が左側走行車線Ｒ１を逸脱すると判定した場
合（ＳＴ２０５：ＹＥＳ）、又は車両１が左側走行車線Ｒ１を逸脱しないと判定した場合
（ＳＴ２０５：ＮＯ）それぞれ、ＥＣＵ１６は、判定結果を所定のメモリに記憶し（ＳＴ
２０６）、ステップＳＴ１０５の処理へ進む。
【００４３】
　ここで、図４に戻り説明を続ける。ＥＣＵ１１は、制御量演算を実行する（ＳＴ１０５
：演算手段）。この制御量演算処理は、図７を参照しながら説明する。図７は、制御量演
算処理の詳細の一例を示すサブフローチャートである。
【００４４】
　ＥＣＵ１６は、基準線ＤＬ１に対する目標操舵角を演算する（ＳＴ４０１）。次に、Ｅ
ＣＵ１６は、基準線ＤＬ１に対する逸脱量を演算する（ＳＴ４０２）。ここで、逸脱量は
、基準線ＤＬ１と第２推定位置Ｐ２との距離である（参照：図６）。次に、ＥＣＵ１６は
、算出した逸脱量に応じて反映係数を演算する（ＳＴ４０３）。ＥＣＵ１６は、図３を参
照して説明したグラフｇ１と算出した逸脱量とから反映係数を算出する。なお、ステップ
ＳＴ２０５で逸脱しないと判定した場合は、反映係数がゼロに設定される。
【００４５】
　ここで、再び図４に戻り説明を続ける。ＥＣＵ１６は、ステップＳＴ１０５で演算した
目標操舵角及び反映係数を制御出力部２２に出力し（ＳＴ１０６）、この処理はリターン
になる。これにより、制御出力部２２は、入力された目標舵角及び反映係数から操舵量を
求め、演算した力（ニュートン）に基づいてパワーステアリング部１７を制御する（抑制
手段）。例えば、逸脱量が大きい場合には、大きい反映係数になり、パワーステアリング
部１７により車両１を車線内へ旋回させる動きをもたらす。これにより、車両１が左側走
行車線Ｒ１を逸脱する動作を抑制することが可能になる。
【００４６】
　次に、車線幅に応じて基準線ＤＬ１を変更する作用について図８及び図９を参照して説
明する。なお、基準線ＤＬ２も基準線ＤＬ１と同様の作用であるため、基準線ＤＬ１につ
いてのみ説明する。
【００４７】
　図８に示す道路Ｒにおいて、左側走行車線Ｒ１の幅は車線幅Ｗ１である。一方、図９に
示す道路Ｒにおいて、左側走行車線Ｒ１の幅は車線幅Ｗ２である。ここで、車線幅Ｗ１は
車線幅Ｗ２より広い。このため、図８に示す基準線ＤＬ１と中央区画線ＭＬとの距離は、
図９に示す基準線ＤＬ１と中央区画線ＭＬとの距離より広くなっている。言い換えれば、
図９に示す基準線ＤＬ１の方が、中央区画線ＭＬに寄っている。これにより、既述のよう
に、車線逸脱抑制制御が及ばない幅を広く確保することができるため、不要な制御介入を
抑制して煩わしさを低減させることができる。
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【００４８】
　次に、逸脱量（既述の基準線ＤＬ１と推定位置Ｐ２との距離）に応じて反映係数を変更
する作用について図１０及び図１１を参照して説明する。
【００４９】
　図１０に示す場合、逸脱量Ｗ３であり、この逸脱量Ｗ３に応じてグラフｇ１（参照：図
３）から取得される反映係数は例えば０．２となる。一方、図１１に示す場合、逸脱量Ｗ
４（＞Ｗ３）であり、この逸脱量Ｗ４に応じてグラフｇ１から取得される反映係数は例え
ば０．８となる。このように逸脱量が大きい方が、反映係数が大きくなっている。
【００５０】
　以上のように構成された車両１は、道路Ｒの車線の状態を検出するカメラ１１及びカメ
ラ制御部１２と、カメラ１１及びカメラ制御部１２により検出した車線の状態と、車線の
状態に応じて車線より車両１側に作成される基準線ＤＬ１，ＤＬ２と、車両１の所定時間
後の推定位置Ｐ２とに基づいて、１車両が走行車線を逸脱するか否かを判定する逸脱判定
部２０と、車両１が左側走行車線Ｒ１を逸脱すると判定した場合、基準線ＤＬ１と推定位
置Ｐ２との距離（逸脱量）に応じて操舵量を決定するための反映係数を設定し、この設定
した反映係数と、基準線ＤＬ１に対する目標操舵角を演算する制御量演算部２１と、演算
した反映係数と目標舵角に基づいて操舵量を求め車両１の旋回方向の移動を抑制する制御
出力部２２とを備えている。このため、車両１は、車線の状態に応じて適切な車線逸脱抑
制を実行することができる。
【００５１】
　また、基準線ＤＬ１，ＤＬ２は車線幅が狭いほど中央区画線ＭＬ，左区画線ＬＬに寄せ
て設定（作成）し、カーブの曲率が大きいほど、中央区画線ＭＬ，左区画線ＬＬに寄せて
設定（作成）する。これにより、車線幅が狭いときに、又はカーブ走行時に車線逸脱抑制
制御が及ばない幅を広く確保することができるため、車両１は不要な制御介入を抑制して
煩わしさを低減させることができる。
【００５２】
　なお、上記実施の形態では、天候状態が悪いときに、車両逸脱抑制機能をＯＦＦにする
場合で説明したが、車両逸脱抑制機能をＯＦＦする場合は、これに限るものではない。例
えば、車両逸脱抑制機能のＯＮ／ＯＦＦを設定するスイッチが設けられている場合は、当
該スイッチのＯＮ／ＯＦＦに基づいて、ＥＣＵ１６は、車両逸脱抑制機能のＯＮ／ＯＦＦ
を判定するように構成しても良い。
【００５３】
（変形例）
　次に、上記実施の形態の変形例を説明する。　
　上記実施の形態と本変形例が異なるのは、反映係数を決定するためのグラフが上記実施
の形態ではグラフｇ１の１つであったが（参照：図３）、本変形例では傾きの異なる複数
のグラフｇ１，ｇ２，ｇ３になっている点である。なお、本変形例では、グラフｇ１，ｇ
２，ｇ３の３つの場合で説明するが、グラフの数は２つ以上であれば良い。また、本変形
例では、グラフｇ１からｇ３は線形の場合で説明するが、これに限るものではなく、非線
形であっても良い。
【００５４】
　図１２は、反映係数を決定するための複数のグラフが記憶される一例を説明するための
図である。これらのグラフｇ１，ｇ２，ｇ３は、既述の反映係数記憶部２１ａに記憶され
る（記憶手段）。
【００５５】
　図１２に示すように傾きが異なる線形のグラフｇ１，ｇ２，ｇ３が示されている。グラ
フｇ３、グラフｇ２、グラフｇ１の順に傾きが大きくなっている。
【００５６】
　ＥＣＵ１６は、例えば、車線の状態やＳＴ１０１にて読み込む走行環境に応じて、グラ
フｇ１からグラフｇ３のいずれかを選択するようにし、この選択したグラフに基づいて、
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【００５７】
　以上のように構成された車両１によると、グラフｇ１からグラフｇ３のうち車線幅や走
行環境に適したグラフを選択して、反映係数を設定することができるため、より適した反
映係数を設定することできる。
【００５８】
　例えば、車線幅が狭い、中程度、広い場合に、ＥＣＵ１６は、グラフｇ３，ｇ２，ｇ１
をそれぞれ選択する。このように構成すると車線幅に応じて演算で得られる最大の操舵量
を抑制することができる。
【００５９】
　また、例えば、好天候（晴天）と、悪天候（降雨）、悪天候（降雪）とでは、道路Ｒの
路面と、車両１のタイヤとの摩擦力がそれぞれ異なる。このため、例えば、ＥＣＵ１６は
、好天候時は傾きの最も小さいグラフｇ１を選択し、悪天候（降雨）時は傾きが中程度の
グラフｇ２を選択し、悪天候（降雪）時は傾きが最も大きいグラフｇ３を選択して反映係
数を求めるようにする。
【００６０】
　このように構成すると、車両１は走行環境に応じて適切な反映係数を選択することが可
能になり、車線逸脱抑制機能をさらに向上させることができる。このような構成は、例え
ば、カメラ１１を用いて左区画線ＬＬ，中央区画線ＭＬが認識できなくても、車両１が左
側走行車線Ｒ１の状態をナビゲーションシステム等により地図情報として取得し、且つ、
車両１の位置をＧＰＳ（Global Positioning System）により特定できる構成の場合には
、有効である。
【００６１】
　なお、上記実施の形態においては、右側走行車線Ｒ２に車両１以外の他の車両が走行し
ていない場合、つまり、対向車両がない場合について説明しているが、対向車両が存在す
る場合も想定される。対向車両の存在の有無は、撮影エリアＡを広げることにより、カメ
ラ制御部１２で認識することが可能である。したがって、ＥＣＵ１６は、対向車両の存在
が確認できる場合は、基準線ＤＬ１を中央区画線ＭＬから一定距離遠ざけるように作成す
る。これにより、対向車両が中央区画線ＭＬを若干超えて走行する状態が発生したとして
も、車両１が対向車両と接触する可能性を防止することができる。
【００６２】
　この発明は、上述した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上述した実施の形態
に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。例
えば、上述した実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除しても良い
。さらに、異なる実施形態の構成を組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６３】
１…車両、１１…カメラ、１３…車輪速センサ、１４…ヨーレートセンサ、１６…ＥＣＵ
、１７…パワーステアリング部、２０…逸脱判定部、２１…制御量演算部、２１ａ…反映
係数記憶部、２２…制御出力部、Ａ…撮影エリア、Ｒ…道路、Ｒ１…左側走行車線、Ｒ２
…右側走行車線、ＬＬ…左区画線、ＭＬ…中央区画線、ＲＬ…右区画線、ｇ１，ｇ２，ｇ
３…反映係数、Ｐ１…第１推定位置、Ｐ２…第２推定位置、ＤＬ１、ＤＬ２…基準線、Ｗ
１，Ｗ２…車線幅、Ｗ３，Ｗ４…逸脱量
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